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(57)【要約】
【課題】下位モードが数値調整されるものであるとき、
ファインダを覗いたまま数値調整し調整を反映させて効
果を確認しながら撮影できない。
【解決手段】Ｓ１０２で撮影モードと判断されると、メ
ニューバーが背面ディスプレイの左領域に表示され（Ｓ
１０３）、ライブビュー画像がＦディスプレイに表示さ
れる（Ｓ１０４）。タッチパネルの右領域が有効化され
（Ｓ１０５）、右領域でのタッチの有無がＳ１０６で判
断される。右領域のタッチがあれば、Ｓ１１１で横スラ
イドが判断され、横スライドすれば、Ｓ１１２で調整対
象のモードが変更される。Ｓ１１３で縦スライドすると
、Ｓ１１４でＦファインダ内の表示が変動してモードの
数値が調整され、Ｓ１１５で調整された数値を反映した
ライブビュー画像がＦディスプレイに表示されてモード
変更の効果がＦディスプレイで確認され、数値調整され
たモードで撮影、記録される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影される画像が表示され、その画面表面にタッチパネルを設けた第１の表示手段と、
撮影される画像が表示され、ファインダを覗くことによってその画面を見ることのできる
第２の表示手段とを備えた撮像装置におけるモード切換え方法であって、
　複数のアイコンが第１の表示手段に縦列に並べて表示され、
　ファインダを覗きながらタッチパネルをタッチすることにより、タッチパネルでのタッ
チした高さに対応したアイコンのモードが選択され、
　選択されたモードの画像が第２の表示手段に表示される撮像装置におけるモード切換え
方法。
【請求項２】
　タッチパネルのタッチをやり直すことにより、モードが再選択され、再選択された画像
が第２の表示手段に表示される請求項１記載の撮像装置におけるモード切換え方法。
【請求項３】
　選択されたモードに関する数値がタッチパネルをスライドすることによって増減して調
整され、調整された数値に対応した画像が第２の表示手段に表示される請求項１または２
記載の撮像装置におけるモード切換え方法。
【請求項４】
　ポイント付スクロールバーが第２の表示手段に表示され、
　スクロールバーのポイントがタッチパネルのスライドに対応する方向にスクロールされ
、スライドの方向に対応して数値が増減し、調整される請求項３記載の撮像装置における
モード切換え方法。
【請求項５】
　被写体を撮影する撮像手段と、
　撮影される画像が表示される第１の表示手段と、
　撮影される画像が表示され、ファインダを覗くことによってその画面を見ることのでき
る第２の表示手段と、
　第１の表示手段に設けられたタッチパネルと、
　複数のアイコンを第１の表示手段に縦列に並べて表示し、タッチパネルでのタッチした
高さに対応したアイコンのモードが選択されると、選択されたモードを第２の表示手段に
表示するとともに、撮像手段から得られた画像を選択されたモードに切換え制御する制御
手段と、
　を備える撮像装置。
【請求項６】
　制御手段の制御のもとで、タッチパネルのタッチをやり直すことによってモードが再選
択されて第２の表示手段に表示される請求項５記載の撮像装置。
【請求項７】
　制御手段の制御のもとで、選択されたモードに関する数値がタッチパネルをスライドす
ることによって増減して調整され、調整された数値に対応した画像が第２の表示手段に表
示される請求項５または６記載の撮像装置。
【請求項８】
　制御手段の制御のもとで、ポイント付スクロールバーが第２の表示手段に表示され、タ
ッチパネルのスライドに対応する方向にスクロールバーのポイントがスクロールされ、ス
ライドの方向に対応して数値が増減し、調整される請求項７記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイのような表示手段を持ち、ファインダを覗きながら撮影さ
れるデジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどの撮像装置および撮像装置におけるモー
ド切換え方法に関する。



(3) JP 2014-161066 A 2014.9.4

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ、ビデオカメラなどの撮像装置が広く知られており、画像信号がデジタ
ル化されることにより、デジタル画像を連続して撮影してコマ間圧縮を行えば動画になり
、連続撮影しなければ静止画となり、静止画、動画がモード切換えによって容易に撮影で
きる。そして、撮影に先立って画像の構図や撮影のタイミングを確認するために、デジタ
ル画像は液晶ディスプレイなどからなる表示手段にライブビュー画像（スルー動画像）と
して表示されている。
【０００３】
　ライブビュー画像を表示する液晶ディスプレイは、たとえば、撮像装置の背面に設けら
れ、大きな画面であれば画像の確認が正確、容易であるため、液晶ディスプレイが大型化
される傾向にある。また、小型軽量化という流れもあり、液晶ディスプレイを大型化すれ
ばその占めるスペースが大きくなってスイッチ（主としてモードスイッチ）を設けるスペ
ースを確保することが困難になっている。なお、モードスイッチは、プッシュ式またはス
ライド式の機械的なスイッチとされる。そのため、液晶ディスプレイの画面表面にタッチ
パネルを設け、液晶ディスプレイにモードのアイコンを表示し、アイコンに対応する位置
でタッチパネルをタッチすることによってモード切換えを可能とした構成が知られている
。アイコンは、プッシュ式またはスライド式の機械的なスイッチに代わるタッチ式の電子
的なスイッチとして機能している。
【０００４】
　たとえば、特開平１１－１６４１７５号公報には、タッチパネルをその画面表面に設け
た液晶ディスプレイが撮像装置の背面のほぼ全面に配置され、ズームアップスイッチ、ズ
ームダウンスイッチのアイコンをライブビュー画像に重ねて表示している。また、レリー
ズスイッチのアイコンも液晶ディスプレイに表示され、タッチパネルを介してモードスイ
ッチ（ズームアップスイッチ、ズームダウンスイッチ）、シャッタースイッチのアイコン
をタッチすることによって、ズーム撮影が行える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１６４１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一眼デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどにおいては、画像の構図や撮影のタイ
ミングを確認するためにファインダ（接眼部）が設けられており、ファインダを覗きなが
ら撮影する撮影者（ユーザー）が少なくない。特に周りが明るく、背面の液晶ディスプレ
イからの照り返しが強くて液晶ディスプレイを見難いときには、ファインダを覗いて撮影
が行われる。また、一眼デジタルカメラにおいて、大きなレンズを装着するときも、ファ
インダを覗きながら撮影される。
【０００７】
　しかしながら、ファインダを覗けば、背面の液晶ディスプレイを目視できず、液晶ディ
スプレイに表示されたモードのアイコン（スイッチ）を確認できず、タッチパネルをタッ
チしたモード切換えが行えない。そのため、ファインダを覗きながら行う撮影においては
、ファインダを覗くことを中断してタッチパネルをタッチしてモード切換えしてから、フ
ァインダを再び覗きながらレリーズスイッチを押して撮影することになり、シャッターチ
ャンスを逃すおそれがある。
　また、モードが数値調整されるものであるとき、ファインダを覗いたまま数値調整して
その効果を反映させながら撮影するような構成となっていない。
【０００８】
　本発明は、ファインダを覗きながらのブラインドタッチでもモード切換えが行える撮像
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装置の提供を目的としている。
　また、本発明は、ファインダを覗きながらのブラインドタッチでも行える撮像装置にお
けるモード切換え方法の提供を別の目的としている。
　デジタルカメラの背面にタッチパネルを設けた構成では、ファインダを覗きながらの操
作において、右手の操作は自由度高く、鼻のタッチによる誤動作なしに行えるようにする
工夫が必要となる。また、右手の操作に関しては、パネル近傍にある鼻が邪魔するために
、親指がタッチパネルの右領域以外を触ることはできない。
　そのため、本発明では、鼻のタッチによる不具合を防ぎながら、パネル右側だけで様々
な操作ができるようにしている。そして、鼻に沿った縦方向のスライド操作を重視して、
この縦方向の動きにおいて、多くの切換を可能としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、請求項１記載の本発明によれば、撮影される画像が表示され、その画面表面
にタッチパネルを設けた第１の表示手段と、撮影される画像が表示され、ファインダを覗
くことによってその画面を見ることのできる第２の表示手段とを備えた撮像装置における
モード切換え方法であって、複数のアイコンが第１の表示手段に縦列に並べて表示され、
ファインダを覗きながらタッチパネルをタッチすることにより、タッチパネルでのタッチ
した高さに対応したアイコンのモードが選択され、選択されたモードの画像が第２の表示
手段に表示されている。
　請求項２記載の本発明によれば、タッチパネルのタッチをやり直すことにより、モード
が再選択され、再選択された画像が第２の表示手段に表示されている。
　請求項３記載の本発明によれば、選択されたモードに関する数値がタッチパネルをスラ
イドすることによって増減して調整され、調整された数値に対応した画像が第２の表示手
段に表示されている。
　請求項４記載の本発明によれば、ポイント付スクロールバーが第２の表示手段に表示さ
れ、スクロールバーのポイントがタッチパネルのスライドに対応する方向にスクロールさ
れ、スライドの方向に対応して数値が増減し、調整されている。
【００１０】
　請求項５記載の本発明によれば、被写体を撮影する撮像手段と、撮影される画像が表示
される第１の表示手段と、撮影される画像が表示され、ファインダを覗くことによってそ
の画面を見ることのできる第２の表示手段と、第１の表示手段に設けられたタッチパネル
と、複数のアイコンを第１の表示手段に縦列に並べて表示し、タッチパネルでのタッチし
た高さに対応したアイコンのモードが選択されると、選択されたモードを第２の表示手段
に表示するとともに、撮像手段から得られた画像を選択されたモードに切換え制御する制
御手段とを備えている。
　請求項６記載の本発明によれば、制御手段の制御のもとで、タッチパネルのタッチをや
り直すことによってモードが再選択されて第２の表示手段に表示されている。
【００１１】
　請求項７記載の本発明によれば、制御手段の制御のもとで、選択されたモードに関する
数値がタッチパネルをスライドすることによって増減して調整されている。
　請求項８記載の本発明によれば、制御手段の制御のもとで、ポイント付スクロールバー
が第２の表示手段に表示され、タッチパネルのスライドに対応する方向にスクロールバー
のポイントがスクロールされ、スライドの方向に対応して数値が増減し、調整されている
。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載の本発明では、タッチパネルのタッチによるモード切換えであるため、フ
ァインダを覗きながらのブラインドタッチでもモード切換えが行える。また、選択された
モードの画像が第２の表示手段に表示されるため、ファインダを覗きながら画像を確認し
て撮影できる。



(5) JP 2014-161066 A 2014.9.4

10

20

30

40

50

　請求項４記載の本発明では、スライドの方向と設定されるモードとの関係が連動して表
示されているため、スライド方向による数値調整が直接的に確認でき、ファインダを覗い
たブラインドタッチにもかかわらず数値設定が支障なく行える。
【００１３】
　請求項５記載の本発明では、タッチパネルのタッチ操作によるモード切換えであるため
、ファインダを覗きながらのブラインドタッチでもモード切換えが行える。また、選択さ
れたモードの画像が第２の表示手段に表示されるため、ファインダを覗きながら画像を確
認して撮影できる。さらに、モード切換えのための機械的なスイッチが省略でき、構成が
簡単化できる。
【００１４】
　請求項８記載の本発明では、制御手段の制御のもとで、スライドの方向と設定されるモ
ードとの関係が連動して表示されているため、スライド方向による数値調整が直接的に確
認でき、ファインダを覗いたブラインドタッチにもかかわらず数値設定が支障なく行える
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】デジタルカメラとして具体化された本発明の一実施例に係る撮像装置の主要部の
概略ブロック図を示す。
【図２】モード表示に関する概略ブロック図を示す。
【図３】（Ａ）（Ｂ）は撮影時におけるデジタルカメラの前方斜視図、背面図を示す。
【図４】（Ａ）（Ｂ）は撮影時における撮影者の態様を示す。
【図５】（Ａ）（Ｂ）は再生モード、撮影モードにおける背面ディスプレイの画面を示す
。
【図６】（Ａ）～（Ｃ）は撮影時における背面ディスプレイ、Ｆディスプレイの画面を示
す。
【図７】（Ａ）～（Ｃ）は変形例での撮影時における背面ディスプレイの画面を示す。
【図８】（Ａ）（Ｂ）は再生時における背面ディスプレイの画面を示す。
【図９】本発明の撮影制御のフローチャートを示す。
【図１０】（Ａ）（Ｂ）は本発明の別実施例（実施例２）に係るデジタルカメラの背面デ
ィスプレイの画面を示す。
【図１１】（Ａ）（Ｂ）は本発明の別実施例（実施例２）に係るデジタルカメラの背面デ
ィスプレイの画面を示す。
【図１２】本発明の別実施例（実施例２）に係るデジタルカメラの背面ディスプレイの画
面を示す。
【図１３】（Ａ）（Ｂ）は、実施例２の変形例における背面ディスプレイの画面を示す。
【図１４】実施例２における撮影制御のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　撮像装置背面の液晶ディスプレイ、タッチパネルを横方向で左領域、中央領域、右領域
に三分割してタッチパネルの中央領域を不感帯とし、撮影に関係するモードのメニューバ
ーを背面の液晶ディスプレイに表示している。そして、ファインダを覗きながら、タッチ
パネルの右領域でタッチパネルに指をタッチし、または、タッチパネルの右領域に指を触
れたまま上下方向または横方向、あるいは円を描くように指をスライドさせることによっ
て、メニューバーのモードを選択してファインダの液晶ディスプレイに表示し、そのモー
ドが数値調整されるものであればそのプルダウンメニューをファインダの液晶ディスプレ
イに表示して下位モードを設定してモード変更を行っている。
【実施例１】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明する。図１はデジタルカメラと
して具体化された本発明の一実施例に係る撮像装置の主要部の概略ブロック図、図２はモ
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ード表示に関する概略ブロック図を示す。
【００１８】
　図１に示すように、デジタルカメラ（撮像装置）１０は、撮像手段１２、制御手段（中
央処理回路）１４、表示手段（第１の表示手段）１６、タッチパネル１７、記録手段（メ
モリ）１８、計時手段（クロック）２０、操作判定手段２２、ファインダ（接眼部）２４
などを備えて構成されている。
【００１９】
　撮像手段１２はズームレンズからなる撮影レンズ１２ａやＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサなど
の撮像素子１２ｂなどからなり、被写体からの像は撮影レンズを介して撮像素子に結像さ
れ、光電変換されてデジタル化されて制御手段（中央処理回路）１４に出力される。そし
て、撮影に先立って撮影の構図やタイミングを確認するために、撮像手段１２で得られた
被写体の画像は中央処理回路１４で画像処理されて表示手段などにライブビュー画像（ス
ルー動画像）として表示される。
【００２０】
　本発明では、表示手段として、撮像装置の外装に露出して設けられた表示手段１６と、
ファインダ２４に内蔵されファインダを覗くことによって目視されるファインダの表示手
段２４ａとが設けられており、ライブビュー画像は表示手段１６、ファインダ表示手段２
４ａに同時に表示される。
【００２１】
　たとえば、表示手段１６は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）からなり、デジタルカメラ１０
の背面（被写体と逆側；撮影者側）に設けられる。液晶ディスプレイの代わりに有機ＥＬ
ディスプレイなどを表示手段１６としてもよい。
　液晶ディスプレイ（表示手段）１６を撮像装置１０の背面でなく側面に揺動可能に設け
、側面からだけでなく、液晶ディスプレイを前後に揺動して背面、前面（被写体側）から
ライブビュー画像を観察可能としてもよい。また、撮像装置１０の背面に設けた液晶ディ
スプレイを前後に揺動可能に設けて、前面（被写体側）からライブビュー画像を観察可能
としてもよい。
【００２２】
　ファインダ２４に内蔵されたファインダ表示手段２４ａも、表示手段１６と同様に、液
晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイなどから形成される。
　液晶ディスプレイ１６はデジタルカメラ１０の背面のほぼ全面を占める大型ディスプレ
イとなっている（図３（Ｂ）参照）。これに対して、ファインダの液晶ディスプレイ２４
ａはファインダ２４（接眼部）に内蔵されるものであるため、小型とならざるを得ない。
しかしながら、図２に示すように、ファインダ２４はファインダの液晶ディスプレイ２４
ａに加えて接眼レンズ２４ｂを有し、ファインダの液晶ディスプレイに表示された画像は
接眼レンズで拡大されるため、ファインダを覗けば拡大された画像を目視でき、画像の認
識に支障はない。
【００２３】
　以下においては、撮像装置１０の背面に設けられて直接目視される液晶ディスプレイ（
表示手段、第１の表示手段）１６を背面ディスプレイとし、ファインダ２４に内蔵された
ファインダの液晶ディスプレイ（ファインダの表示手段、第２の表示手段）２４ａをＦデ
ィスプレイとして区別する。
【００２４】
　中央処理回路１４で色や階調の補正や圧縮処理などの必要な画像処理が施された被写体
像は、たとえば静止画ではＪＰＥＧ形式、動画ではＨ．２６４形式等で圧縮された画像フ
ァイルに変換されてフラッシュメモリなどの記録手段（メモリ）１８に記録される。計時
手段（クロック）２０は撮影日時を計時し、その日時情報が撮影画像とともにメモリ１８
に記録されることにより、撮影画像は順序よく記録され、検索も容易になる。クロック（
計時手段）２０は各タイミングを計時するためのストップウォッチ機能も持っている。
【００２５】
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　背面ディスプレイ１６には、撮影前のライブビュー画像だけでなく、メモリ１８内の画
像信号も中央処理回路１４で再生用に伸長されて表示される。背面ディスプレイ１６が大
型画面であるため、通常は、再生画像は背面ディスプレイ１６にのみ表示されるが、Ｆデ
ィスプレイ２４ａに再生画像を表示してもよい。
【００２６】
　撮像手段１２からの撮影画像を画像処理する中央処理回路（制御手段）１４は、たとえ
ばＣＰＵ、ＭＰＵなどからなり、撮影に関するすべての処理を制御する。中央処理回路１
４は、図示しないが、静止画を処理する静止画処理部と、動画を処理する動画処理部と、
静止画処理、動画処理のどちらで処理するかを判定して撮影モードを切換えるモード切換
部とを有し、撮影画像は静止画処理部、動画処理部で選択的に処理されてメモリ１８に記
録される。
【００２７】
　露出補正、レンズの絞り、シャッタースピード、撮影モード（静止画、動画、連写）、
再生、ズーム、ストロボ、ポートレート、スナップなどの撮影に関するモードのスイッチ
が、メニューバー形式のアイコンとして背面ディスプレイ１６に表示され、背面ディスプ
レイの表示は中央処理回路１４で制御されている。また、Ｆディスプレイ２４ａにも露出
補正、レンズの絞りなどのモードがアイコン化されて表示され、Ｆディスプレイの表示も
中央処理回路１４で制御されている。後述するように、Ｆディスプレイ２４ａには、メニ
ューバーだけでなく、メニューバーから選択されたモードのプルダウンメニューもアイコ
ン化されて表示される。
【００２８】
　背面ディスプレイ１６の画面表面にタッチパネル１７が重複して設けられており、タッ
チパネルをタッチすると、対応するモードが選択、設定されてモード切換えが行われる。
　たとえば、静止画モード、動画モードのためのアイコンが背面ディスプレイ１６に表示
され、アイコンはタッチスイッチとして機能しており、アイコンをタッチするとモード切
換部によりモード切換えがなされ、静止画は静止画処理部で、動画は動画処理部でそれぞ
れ処理されて撮影、記録される。タッチパネル１７をタッチして再生モードに切換えれば
、撮影画像が背面ディスプレイ１６にインデックス表示され、タッチパネルをタッチして
選択することにより所望の撮影画像が再生表示される。モード切換部は、静止画、動画の
モード切換えだけでなく、再生へのモード切換えや、露出補正、絞り、シャッタースピー
ドなどのような数値の調整、変更を伴うモードの切換えなども制御している。
【００２９】
　また、中央処理回路１４は、表示制御部１４ａ、撮影制御部１４ｂ、タッチ位置判定部
１４ｃを有しており、表示制御部は背面ディスプレイ１６、Ｆディスプレイ２４ａのモー
ド表示を制御している。また、タッチパネル位置判定部１４ｃはタッチパネル１７のタッ
チによって選択、設定されて、切換えられたモードを操作判定手段２２の検出結果から判
定し、撮影制御部はその切換えられたモードを反映した撮影を制御している。
【００３０】
　操作判定手段２２は、タッチパネルのタッチを検出してその検出結果を中央処理回路１
４に出力して、どのモードに対応する位置でタッチパネルがタッチされたかが判定（判断
）される。
　スイッチ群２６は、レリーズスイッチ２６ａ（図２（Ｂ）参照）、パワースイッチ（電
源スイッチ）などからなり、そのスイッチ操作に対応した処理が中央処理回路１４の制御
のもとでなされる。
【００３１】
　図３は撮影時におけるデジタルカメラの前方斜視図、背面図を示す。
　本発明では、撮影前の構図や撮影のタイミングの確認時には、ファインダ２４を覗きな
がらタッチパネル１７のブラインドタッチでモード切換えすることとしている。背面ディ
スプレイ１６の画面および背面ディスプレイと重複するタッチパネル１７を横方向（水平
方向）にほぼ同じ幅で左領域、中央付近（中央領域）、右領域に三分割している（図３（
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Ｂ）参照）。そして、背面ディスプレイ１６の左領域に選択候補のモードのメニューバー
を表示し、タッチパネルの中央付近１７Ｃを不感帯とし、中央付近を除くタッチパネルの
左領域、右領域を感知帯（タッチの有効領域、操作範囲）とし、特に右領域１７Ｒはブラ
インドタッチ時に利用するブラインドタッチゾーンとしている。
　なお、左領域、中央領域、右領域の範囲を破線の楕円でそれぞれ示しているが、範囲の
目安を示しているにすぎず、図示の楕円の範囲に限定されない。
【００３２】
　図３（Ａ）に示すように、通常、撮影者３０はその左手３０Ｌで撮影レンズ１２ａを支
え、デジタルカメラ上面のレリーズスイッチ２６ａに人差し指３０ａを軽く触れながらデ
ジタルカメラ１０を右手３０Ｒで軽く把持して、撮影のために構えている。この構えた態
勢において背面からみると、図３（Ｂ）に示すように、ライブビュー画像がデジタルカメ
ラ背面の１６に表示され、撮影者の右手３０Ｒは、その人差し指３０ａがデジタルカメラ
上面のレリーズスイッチ２６ａ上に位置するとともに、その親指３０ｂは背面ディスプレ
イの（撮影者から見て）右領域１６Ｒに位置している。そのため、撮影者はその右手の親
指３０ｂによって背面ディスプレイの画面表面のタッチパネルの右領域１７Ｒにごく自然
にタッチでき、タッチ、スライドなどからなるタッチ操作のもとでモード切換えが可能と
なる。
【００３３】
　図４（Ａ）（Ｂ）は撮影時における撮影者の態様を示す。図４（Ａ）に示すように、フ
ァインダ画像の構図や撮影のタイミングを確認するためにファインダ２４を覗いていれば
、背面ディスプレイ１６を見ている余裕はない。また、撮影に集中するとファインダ２４
にできるだけ近づいて覗き込むため、撮影者３０の鼻が背面ディスプレイの中央領域１６
Ｃに触れるおそれがあり、背面ディスプレイ１６の中央領域、つまり、タッチパネルの中
央領域１７Ｒは不感帯（タッチの無効領域）とされる。また、鼻に邪魔されて鼻から左の
領域でタッチパネル１７を右手の親指がタッチできない。そのため、ファインダ画像の構
図や撮影のタイミングを確認する撮影時においては、タッチパネル１７の中央領域、左領
域はタッチ操作の範囲（有効範囲）とされず、右領域１７Ｒのみがタッチ操作の範囲とさ
れる。
【００３４】
　構図や撮影のタイミングを確認する前であれば、図４（Ｂ）に示すように、背面ディス
プレイ１６を見ながらタッチパネル１７をタッチしてモード切換えが行える。しかしなが
ら、背面ディスプレイ１６を見ながらのモード切換えであり、ブラインドタッチにならな
い。
【００３５】
　この場合、撮影者３０からデジタルカメラ１０が離反されるため、背面ディスプレイ１
６で再生画像を鑑賞でき、撮影者以外の人も撮影者とともに再生画像を楽しめる。再生モ
ードでは、デジタルカメラ１０が撮影者から十分に離反されて撮影者の鼻がタッチパネル
の中央付近１７Ｃに触れるおそれがないため、タッチパネルの中央領域１７Ｃを不感帯と
する必要はない。ここで、タッチパネルの中央領域１７Ｃを不感帯とするかしないかは中
央処理回路１４で制御されており、再生モード以外ではタッチパネルの中央付近は不感帯
となり、再生モードが選択、設定されると、タッチパネルの中央付近は不感帯とならず、
タッチパネルの全面が感知帯となる。
【００３６】
　図５（Ａ）（Ｂ）は再生モード、撮影モードにおける背面ディスプレイの画面を示す。
　図５（Ａ）に示すように、再生モードにおいては前画面、次画面のアイコン「前」「次
」が三角形の矢印内に囲まれて表示されている。再生モードのように、ファインダを覗い
て行われないモードでは、アイコンはタッチスイッチとして機能し、アイコン「前」「次
」をタッチすれば、現在の再生画面が前画面、次画面に切換えられて再生表示される。前
画面、次画面を暗示する三角形の矢印を伴ってアイコン「前」「次」が表示されているた
め、再生操作が連続して円滑に行える。
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【００３７】
　なお、アイコンは背面ディスプレイ１６に表示されており、背面ディスプレイの画面表
面にタッチパネルが重複して配置されているから、厳密にいえば、タッチパネルを介して
アイコンがタッチされ、アイコンは直接タッチされない。しかしながら、表現の煩雑化を
避けるために、「アイコンをタッチ」のようにアイコンが直接タッチされているかのよう
に述べている。
【００３８】
　再生モードにおいては、撮影のアイコン２６ｄが背面ディスプレイの左領域１６Ｌに表
示され（図５（Ａ）参照）、このアイコンをタッチすれば、撮影モードのプルダウンメニ
ューが表示される（図５（Ｂ）参照）。撮影モードのプルダウンメニューとして、静止画
のアイコン２６ｅ１、動画のアイコン２６ｅ２が背面ディスプレイの左領域１６Ｌに表示
され、静止画のアイコンをタッチすれば静止画モードに、動画のアイコンをタッチすれば
動画モードにモード切換えされて、静止画、動画の撮影が可能となる。
【００３９】
　静止画、動画のモードは、通常、ファインダ２４を覗いて撮影前の構図や撮影のタイミ
ングの確認する前に設定すべきモードといえる。そして、撮影時にはファインダ２４を覗
いている可能性もあるため、ブラインドタッチで利用するタッチパネルの右領域１７Ｒに
対応する背面ディスプレイの右領域１６Ｒには、事前に設定すべきこれらのモードのアイ
コンは表示されない。
【００４０】
　図５（Ｂ）に示す撮影モードのプルダウンメニューにおいて、静止画のアイコン２６ｅ
１、動画のアイコン２６ｅ２に加えて、連写のアイコンを表示してもよい。
　また、静止画モードを初期設定とし、撮影モードのプルダウンメニューでは、動画のア
イコン、連写のアイコンを表示し、初期設定の静止画モードから動画モード、連写モード
へのモード切換えをアイコンのタッチで行ってもよい。
【００４１】
　図６（Ａ）～（Ｃ）は撮影時における背面ディスプレイ、Ｆディスプレイの画面を示す
。撮影時におけるファインダ２４を覗きながらのタッチパネル操作（タッチ操作）につい
て図６（Ａ）～（Ｃ）を参照しながら説明する。
　図６（Ａ）に示すように、撮影時においては、モード（項目）のメニューバーが背面デ
ィスプレイの左領域１６Ｌに表示される。
【００４２】
　たとえば、露出補正、絞り、シャッタースピード（Ｓ／Ｓ）のモード（項目）に関する
アイコン２６ｆ１～２６ｆ３からなるメニューバーが、背面ディスプレイの左領域１６Ｌ
に縦列に表示される。
　ファインダ２４を覗きながらタッチパネルの右領域（ブラインドタッチゾーン）１７Ｒ
を撮影者が右手の親指３０ｂでタッチすると、タッチした高さに対応した背面ディスプレ
イのメニューバーのモードが選択されて、Ｆディスプレイの画面に表示される。
【００４３】
　たとえば、メニューバーの露出補正のアイコン２６ｆ１に対応する高さで、ブラインド
タッチゾーン（タッチパネルの右領域）１７Ｒの上端付近をタッチすると、図６（Ｂ）に
示すように、露出補正のモードが選択されてＦディスプレイ２４ａの、たとえば、左上部
にアイコンとして表示される。タッチに対応して選択されるモードがＦディスプレイ２４
ａに表示されるため、タッチ位置を間違えて選択予定でないモードが表示されれば、間違
いに気付いてタッチをやり直せばよく、ファインダ２４を覗いたままのブラインドタッチ
にもかかわらずモードが適切に選択できる。
【００４４】
　たとえば、ポイント付きのスクロールバー３２ａがＦディスプレイ２４ａの右端に表示
されており、モードを選択してから、ブラインドタッチゾーン１７Ｒで指（親指）３０を
上下にスライドさせると、図６（Ｂ）に示すように、上下方向に伸びたスクロールバー３
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２ａ上でポイント３２ｂが親指のスライドに対応して上下方向にスクロールし、ポイント
の位置（高さ）に対応する補正値がアイコン「露出補正」の直下に表示されるとともに、
その値で露出補正されたライブビュー画像がＦディスプレイ２４ａに表示される。
【００４５】
　図６（Ｂ）は上方に、図６（Ｃ）は下方にブラインドタッチゾーン１７Ｒで指３０ｂを
スライドしたときを示し、実施例では、ポイント３２ｂが上方にスクロールすると補正値
は大きくなり（増し）、下方にスクロールされると小さくなっており（減っており）、数
値の増減とスライドの上下とが対応するため、調整が容易に行える。また、数値設定が上
下方向のスライドの高さ位置に対応して行われているため、スライドの高さ位置の調整に
対応して数値を容易に調整できる。
【００４６】
　そして、スクロールバー３２ａ上におけるポイント３２ｂの位置から調整状況が確認で
きるため、調整状況を確認しながらモードが設定できる。
　また、スライドの方向と補正値の増減との関係を示すマーク３２ｃがスクロールバー３
２ａと並列に表示され、このマークの上下には「＋」「－」と矢印が付けられている。ス
ライドの方向と設定される補正値の変化(モード)との関係を連動して表示（図示）されて
おり、スライド方向による数値調整が直接的に確認でき、ファインダ４を覗いたブライン
ドタッチにもかかわらず数値設定(モード設定)が支障なく行える。
【００４７】
　このように、ブラインドタッチゾーン１７Ｒ上で指３０ｂを上下にスライドさせると、
そのスライドに対応した補正値に露出が補正、設定され、その設定された補正を反映した
ライブビュー画像がＦディスプレイ２４ａに表示される。そして、刻々と変化する補正値
に対応したライブビュー画像がＦディスプレイ２４ａで確認でき、露出補正の効果を確認
しながら露出補正を設定して撮影できる。
【００４８】
　露出補正、絞り、シャッタースピード（Ｓ／Ｓ）などのような数値を変えるモード設定
においては、スライド操作はプッシュボタンのような機械的なスイッチの操作よりも使い
やすく、数値設定(モード変更)が迅速、的確に行える。
【００４９】
　効果を確認しながら行う撮影時のモードの変更は、ファインダを覗きながらなされ、タ
ッチパネルのタッチ操作（タッチだけでなくスライドなども含む操作）はブラインドタッ
チにならざるを得ず、背面ディスプレイ１６は目視しない。そのため、ライブビュー画像
や、ブラインドタッチで設定しているモードの詳細情報を背面ディスプレイに表示する必
要はない。
【００５０】
　上下でなく、指をブラインドタッチゾーン１７Ｒ上で横方向（水平方向）にスライドさ
せてモード切換えしてもよい。図７（Ａ）～（Ｃ）は変形例での撮影時における背面ディ
スプレイの画面を示す。この変形例では、指３０ｂを端から中央に向けて指３０ｂを横に
スライドすると(左スライドすると)、Ｆディスプレイ２４ａに表示されるメニューバーの
モードが切換え可能となっている。
【００５１】
　図７（Ａ）に示すように指３０ｂを左スライドさせると、Ｆディスプレイ２４ａの表示
が露出補正から絞りのモードに切換えられる（図７（Ｂ）参照）。絞りモードにおいて、
親指３０ｂを上下方向に縦スライドすると、ポイント３２ｂがスクロールバー３２ａに沿
って上下動し、ポイントの上下位置に対応して絞り値が変化して、絞り値(たとえば、Ｆ
２．８)が「絞り」のアイコンの直下に表示される。絞り値の変化に伴って被写界深度が
変化し、被写界深度の変化を反映したライブビュー画像がＦディスプレイ２４ａに表示さ
れ、画像のボケの程度を認識しながら撮影が行える。
【００５２】
　左スライドを繰り返すことによって、Ｆディスプレイ２４ａに表示されるモードは順次
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切換えられる。つまり、ブラインドタッチゾーン１７Ｒをタッチすることなく中央から端
に戻して、高さを変えて指を端から左スライドさせると、次のモードが表示される。たと
えば、数値を変更させて撮影効果を確認しながら行うモードの変更だけでなく、初期設定
の静止画モードから動画モードに切換えることもできる。動画モードでは変更されるべき
数値がないから、スクロールバー、ポイントは表示されず、「動画」のアイコンの下に数
値の表示はない（図７（Ｂ）参照）。
【００５３】
　このように横スライドを組み込むことによって、露出補正、絞り、シャッタースピード
、などの数値調整のモードへの切換えや、（静止画から）動画への切換えなどがファイン
ダ２４を覗きながらブラインドタッチで行える。
　タッチパネルの中央領域１７Ｃを不感帯(無効領域)としているため、ファインダ２４を
覗きながらの撮影で鼻が中央領域に触れてもモード変更に悪影響は生じない。
【００５４】
　ここで、Ｆディスプレイ２４ａに表示されるモードのアイコンが、背面ディスプレイの
左領域１６Ｌのメニューバーの一番上に位置するようにモード表示を繰り上げてもよい。
背面ディスプレイ１６でのモード表示を繰り上げ表示としておけば、何かの拍子にＦディ
スプレイ２４ａから目を外して背面ディスプレイを見たとき、次以降にＦディスプレイに
表示されて切換えの対象となるモードが、背面ディスプレイのメニューバーから確認でき
る。
【００５５】
　ブラインドタッチゾーン１７Ｒに指３０ｂを無意識にタッチさせながら中央から端に戻
る（無意識にスライドさせて戻る）場合を考慮して、中央から端へ向かう横スライド（右
スライド）が無効となるように中央処理回路１４で制御してもよい。
【００５６】
　数値を変更させて撮影効果を確認しながら行うモードの変更を上下方向のスライドで行
っているが、数値を変更する方法は上下のスライドに限定されない。たとえば、ブライン
ドタッチゾーン１７Ｒ上で円を描くようにスライドさせてもよく、この円状スライドでは
、スクロールバーは円形状とされ、スライドされる指の回転方向、描かれる円弧の長さ（
スライドの長さ）に応じてモードの数値が増減して調整される。
【００５７】
　再生時におけるタッチパネルの別の使用例を再生時における背面ディスプレイの画面を
示す図８（Ａ）（Ｂ）を見ながら説明する。
　再生時において、再生画面の一部、つまりタッチパネルの一部をタッチすると、その画
面を拡大して表示してもよい。たとえば、タッチするたびに所定の倍率で拡大され、一度
のタッチで１．５倍に拡大するとすれば、２度目のタッチでは２．２５倍に、３回目のタ
ッチでは３．３７５倍に拡大された再生画像が表示される。拡大して再生表示すると、拡
大再生を中止して標準表示（再生の初期表示）に戻すためのアイコン「戻す」２６ｆが再
生画面に表示されるため、このアイコン「戻す」をタッチすれば拡大再生を中止して標準
表示に戻される。
【００５８】
　図８（Ａ）では被写体の顔をタッチしており、２回タッチすることによって２．２５倍
に拡大された再生画像が図８（Ｂ）に表示されている。
【００５９】
　このように本発明によれば、タッチパネルの右領域１７Ｒのタッチ、スライドによるモ
ード切換えであるため、ファインダ２４を覗きながらのブラインドタッチでもモード切換
えが行える。
　タッチパネルの中央領域１７Ｃを不感帯としているため、ファインダ２４を覗きながら
の撮影においては、鼻がタッチパネルの中央領域に触れてもモード変更に悪影響は生じな
い。
【００６０】
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　数値調整されるモードは、Ｆディスプレイ２４に表示して数値を調整、設定しており、
数値調整されたモードを反映した画像がファインダ側の表示手段（Ｆディスプレイ）に表
示されるため、数値調整の効果を確認しながら撮影できる。
　親指３０ｂによるブラインドタッチでモード切換えが行え、右手だけの片手操作でも撮
影が行え、右手の人差し指３０ａはレリーズスイッチ２６ａに軽くのせられているから、
モード切換え中にシャッターチャンスに遭遇しても直ちに撮影でき、シャッターチャンス
を逃すことなく撮影できる。
【００６１】
　タッチパネルのブラインドタッチでモード変更が行えるから、十字キー、決定キー（Ｏ
Ｋキー）、メニューキー、ズームキーなどのモード切換えのための機械的なスイッチが省
略でき、構成が簡単化できる。また、外部に突出したスイッチがなくなるため、突起のな
い美的で簡素化されたデザインの撮像装置が得られる。
【００６２】
　図９は本発明の撮影制御のフローチャートを示す。このフローチャートは本発明の撮影
制御の一例であって本発明の撮影制御はこれに限定されない。
　本発明のフローチャートは、Ｓ１１１の横スライド、Ｓ１１３の縦スライドのステップ
を有しており、背面ディスプレイ１６の画面表面に設けたタッチパネル１７とファインダ
２４に内蔵されたＦディスプレイ２４ａとを組み合わせてモード変更の効果をタッチパネ
ルのブラインドタッチで確認しながらファインダを覗いた撮影が可能となっている。
【００６３】
　まず、Ｓ１０１でパワースイッチ（電源スイッチ）の操作状態を判定し、パワースイッ
チが操作されていなければ（オフであれば）終了し、パワースイッチがオンであればＳ１
０２に進んで撮影モードが判断され、撮影モードでなければＳ１３１に分岐する。
【００６４】
　Ｓ１３１で再生モードが判定され、再生モードでなければＳ１０１に戻り、再生モード
であれば、Ｓ１３２でメモリ１８に記録されていた撮影画像が選択されて背面ディスプレ
イ１６に表示（再生）される。図８に説明したように、再生画像の一部に対応する位置で
タッチパネル１７をタッチすると、タッチされた部分が拡大して表示され（図８（Ａ）（
Ｂ）参照）、アイコン「戻す」２６ｆをタッチすると元の大きさの再生画像に戻される。
再生を終了するかがＳ１３３で判断され、別の画像を再生するのであればＳ１３２に戻っ
て再生が繰り返され、再生が終了すればＳ１０１に戻る。
　再生モードのＳ１３１～Ｓ１３３はファインダ２４を覗くことなく、背面ディスプレイ
１６を見ながら行われる。
【００６５】
　Ｓ１０２で撮影モードと判断されると、メニューバーが背面ディスプレイの左領域１６
Ｌに表示され（Ｓ１０３）、ライブビュー画像がＦディスプレイ２４ａに表示される（Ｓ
１０４）。そして、タッチパネル１７の右側の一部、たとえばタッチパネルを横に三分割
したうちの右領域でタッチパネルが有効化されてブラインドタッチゾーンとなり（Ｓ１０
５）、有効化されたタッチパネルの右領域（ブラインドタッチゾーン）１７Ｒでのタッチ
の有無がＳ１０６で判断される。
【００６６】
　ファインダ２４を覗きながらブラインドタッチゾーン１７Ｒを指３０ｂでタッチすると
（ブラインドタッチすると）、Ｓ１１１に分岐して端から中央方向への水平方向のスライ
ド（横スライド;左スライド）が判断され、横スライドすれば、Ｓ１１２で調整対象のモ
ード（項目）が変更される。たとえば、調整対象のモードはＦディスプレイ２４ａの左上
部にアイコンとして表示され、Ｓ１１３で上下方向のスライド（縦スライド）が判断され
る。
【００６７】
　ブラインドタッチゾーン１７Ｒ上で指３０ｂを上下にスライド（縦スライド）させると
、たとえば、スクロールバー３２ａに沿って対応する方向にポイント３２ｂが移動して、
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Ｆディスプレイ内の表示が変動し、モードの数値が調整される（Ｓ１１３；図７（Ａ）（
Ｂ）参照）。縦スライドによって、たとえば選択したモードが露出補正であれば、Ｓ１１
５で調整された補正値を反映した撮影制御されたライブビュー画像がＦディスプレイ２４
ａに表示されることによりモード変更（モード調整）の効果がＦディスプレイで確認され
る。
【００６８】
　Ｓ１１５で調整を反映した撮影制御がなされると、Ｓ１２１に進み、レリーズ操作（シ
ャッター操作）が判断され、レリーズスイッチ３０ａを操作すれば、モード変更の数値調
整を反映したモードのもとで撮影され、撮影画像は日時情報とともにメモリ１８に記録さ
れる。
【実施例２】
【００６９】
　図１０（Ａ）（Ｂ）、図１１（Ａ）（Ｂ）、図１２は本発明の別実施例（実施例２）に
係るデジタルカメラの背面ディスプレイの画面を示す。
　上記実施例１の構成部材と同じ機能を有する実施例２の対応する構成部材には同じ参照
番号を付してその説明を省略し、実施例１と異なる構成を主として説明する。
　実施例２では、ホームポジションを設け、ホームポジションのタッチによってモードの
メニューバーがＦディスプレイ２４ａに表示され、縦スライドでモードを選択し、左方向
の横スライド（左スライド）で下位モードを設定している点で実施例１と相違している。
【００７０】
　パワースイッチを操作して電源を立ち上げると、図１０（Ａ）に示すように、メニュー
バーが背面ディスプレイ１６に表示され、背面ディスプレイ１６を見ながらのモード切換
え、または、ファインダを覗いたままのモード切換えが行われる。
　背面ディスプレイ１６を見ながらのモード切換えは、背面ディスプレイの画面上におけ
るメニューバー２６ｇのアイコンのタッチを繰り返して行われる。
【００７１】
　つまり、背面ディスプレイ１６に表示されたメニューバー２６ｇのモード（上位概念の
モード）のアイコンをタッチすると、そのモードのプルダウンメニュー２６ｇ’がメニュ
ーバーに連結して背面ディスプレイに表示され、プルダウンメニューのモード（下位モー
ド、下位項目）をタッチすればそのモードが設定される。
　メニューバー２６ｇのモードを選択してそのプルダウンメニュー２６ｇ’を表示させ、
プルダウンメニューのモード設定（下位モードの設定）を繰り返すことにより、メニュー
バーに表示されたそれぞれのモードについての撮影条件が任意に設定される。
【００７２】
　たとえば、縦列のメニューバー２６ｇから一番下のストロボのモード（項目）を選択し
てアイコン（モードアイコン）２６ｇ１をタッチすると、オート発光、強制発光、赤目軽
減、発光禁止のアイコン（モードアイコン）からなるプルダウンメニュー２６ｇ’が縦列
に表示され、たとえば一番下のアイコン「発光禁止」をタッチすれば、発光禁止が設定さ
れる。
　同様に、メニューバー２６ｇからプログラムオートを選択してそのアイコン（Ｐアイコ
ン）をタッチすれば、シャッタースピード優先、絞り優先のアイコンからなるプルダウン
メニューが表示され（図示しない）、シャッタースピード優先、絞り優先のいずれかが設
定できる。
【００７３】
　ファインダ２４を覗いたままのモード切換えにおいては、メニューバーをＦディスプレ
イの画面の表示に表示し、タッチパネルのホームポジション１７ａを使って行われる。
　すなわち、ファインダ２４を覗きながらホームポジション１７ａをタッチすると、背面
ディスプレイ１６に表示されていたメニューバー２６ｇが背面ディスプレイから消え、代
わってＦディスプレイ２４ａに表示される（図１０（Ｂ）参照）。たとえば、メニューバ
ー２６ｇはＦディスプレイ２４ａの右端に縦列に配置される。
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【００７４】
　実施例２では、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、ファインダ２４を覗いた操作に集中
できるように、背面ディスプレイ１６からメニューバー２６ｇを消してＦディスプレイ２
４ａにのみメニューバーを表示している。しかしながら、メニューバー２６ｇを背面ディ
スプレイ１６に残したままＦディスプレイ２４ａに表示してもよい。
【００７５】
　タッチパネルのホームポジション１７ａは、ブラインドタッチにおいても指３０ｂの位
置が容易に認識できる位置、たとえば、タッチパネル１７の右上隅に設けられる。通常、
デジタルカメラ１０の筺体の背面に空所を設け、この空所に背面ディスプレイ１６、タッ
チパネル１７を嵌め込んでいる。そのため、タッチパネル、筺体間に段差が形成され、タ
ッチパネルの右上隅においては、上下方向の段差と横方向の段差とが交差し、指の感触が
他と明らかに相違するから、ブラインドタッチにおいても容易にホームポジション１７ａ
の位置が認識でき、ホームポジションを正確にタッチできる。
　ホームポジション１７ａをタッチすればＦディスプレイ２４ａにメニューバーが表示さ
れ、ファインダ２４を覗いたままの撮影が早急に開始できる。
【００７６】
　ホームポジション１７ａをタッチしてＦディスプレイの画面にメニューバー２６ｇのア
イコンを表示してから、ブラインドタッチゾーン１７Ｒ上で指３０ｂを、図１１（Ａ）に
矢印で示すように、上下にスライドさせると（縦スライドさせると）、メニューバー２６
ｇのモード（項目）が選択できる。つまり、指（親指）３０ｂを上下にスライドさせて止
めると、止めた高さに対応したモードが選択され、そのモードのプルダウンメニュー２６
ｇ’が出現し、表示される（図１１（Ｂ）参照）。たとえば、上下にスライドさせた指３
０ｂを、メニューバー２６ｇの一番下のストロボに対応する高さで止めれば、その指の位
置（高さ）に対応したストロボモードが選択される。
【００７７】
　図１１（Ｂ）に矢印で示すように、ブラインドタッチゾーン１７Ｒ上で指３０ｂをブラ
インドタッチゾーンで端から中央方向にスライド（横スライド；左スライド）させると、
横スライドの高さ位置に対応したプルダウンメニューのモードが設定される。
　たとえば、図１１（Ｂ）で矢印の位置で指３０ｂを中央方向に横スライド（左スライド
）させると、この矢印の位置はプルダウンメニュー２６ｇ’の一番上のアイコン（発光禁
止のアイコン）に対応するため、発光禁止が設定される。メニューバー２６ｇ、プルダウ
ンメニュー２６ｇ’がＦディスプレイ２４ａにいずれも表示されているため、モードを確
認しながらモード切換えできる。
【００７８】
　端から中央方向に横スライド（左スライド）して下位モードを設定して、指３０ｂをブ
ラインドタッチゾーン１７Ｒから離すとプルダウンメニュー２６ｇ’は消え、設定された
下位モードのアイコン（ストロボモードの発光禁止のアイコン）がメニューバー２６ｇの
ストロボモードに表示されるとともに、そのアイコン（発光禁止のアイコン）が点滅する
(図１２参照）。
【００７９】
　メニューバーのモードのアイコン（ストロボモードのアイコン）がその下位モードのア
イコン（発光禁止のアイコン）に置き換えられるとともに、下位モードのアイコンが点滅
することによって、そのモードが切換え済みであり、切換えられた下位モードが点滅して
いるアイコンのモードであることが確認できる。
【００８０】
　このように、ファインダ２４ａを覗きながらのモード切換えにおいては、
１．まず、ホームポジション１７ａをタッチして、メニューバー２６ｇをＦディスプレイ
２４ａに表示し、
２．縦スライドでメニューバーからモードを選択して、プルダウンメニューを表示し、
３．横スライド（左スライド）でプルダウンメニューから下位モードが設定される（モー
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ドが詳細設定される）。
【００８１】
　たとえば、プログラムオート、シャッタースピード、絞り、ＩＳＯ感度、連写、ストロ
ボの６つのモードが、メニューバー２６ｇに表示され、上記の「ストロボ」→「発光禁止
」のように、プログラムオートなどについても必要に応じて、図１１（Ａ）の縦スライド
で上位モードを選択し、図１１（Ｂ）の横スライドで下位モードが設定される。
【００８２】
　ファインダ２４を覗いたままで行うモード切換えにおいては、タッチパネル１７の中央
付近１７Ｃは不感帯となるため、撮影者の鼻がタッチパネルの中央付近に押圧されて無意
識にタッチしてもモード切換えの障害とならない。
【００８３】
　上記のように、ブラインドタッチゾーン１７Ｒにおける縦スライド、横スライドを組み
合わせることによって、モードの選択、設定がファインダを覗いたまま行え、ブラインド
タッチのもとでモード切換えできる。
【００８４】
　たとえば、中央から端方向へのスライド(右方向への横スライド、右スライド)や、タッ
チしたまま一定時間経過すると、キャンセルする構成としてもよい。モード選択が上下ス
ライドで選択されるが、上下方向のスライドを止めてモードを選択してから、指をタッチ
パネルから離すことなくそのまま端方向に横スライド(右スライド)させると、選択したモ
ードをキャンセルしてもよいし、上下方向に縦スライドして指を止めてタッチパネルから
離すことなく所定時間経過すると、一旦選択されたモードがキャンセルされる構成として
もよい。
【００８５】
　横スライド（左スライド）で下位モードを設定しているが、横スライド、縦スライドを
組み合わせ、横スライドで下位モードを設定可能としてから縦スライドが連続してなされ
ると、その下位モードの設定が有効となる構成としてもよい。
【００８６】
　このように実施例２に係る本発明においても、タッチパネルの右領域１７Ｒのスライド
によるモード切換えであるため、ファインダ２４を覗きながらのブラインドタッチでもモ
ード切換えが行える。
　タッチパネルの中央領域１７Ｃを不感帯としているため、ファインダ２４を覗きながら
の撮影においては、鼻がタッチパネルの中央領域に触れてもモード変更に悪影響は生じな
い。
【００８７】
　親指３０ｂによるブラインドタッチでモード切換えが行え、右手だけの片手操作でも撮
影が行え、右手の人差し指３０ａはレリーズスイッチ２６ａに軽くのせられているから、
モード切換え中にシャッターチャンスに遭遇しても直ちに撮影でき、シャッターチャンス
を逃すことなく撮影できる。
【００８８】
　タッチパネルのブラインドタッチでモード変更が行えるから、十字キー、決定キー（Ｏ
Ｋキー）、メニューキー、ズームキーなどのモード切換えのための機械的なスイッチが省
略でき、構成が簡単化できる。また、外部に突出したスイッチがなくなるため、突起のな
い美的で簡素化されたデザインの撮像装置が得られる。
【００８９】
　図１３（Ａ）（Ｂ）は、実施例２の変形例における背面ディスプレイの画面を示す。縦
スライドでモード（項目）を選択し、出現したプルダウンメニューから横スライドで（下
位の）モード（下位項目）を設定する代わりに、クリックでモードを選択し、別のクリッ
クでモードを設定している。
　すなわち、縦スライドに代えて指３０ｂでブラインドタッチゾーン１７Ｒをクリックす
ると（指で軽く触れてすぐに離すと）、メニューバーのクリックされたモードのプルダウ
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ンメニューがＦディスプレイ２４ａに表示される（図１３（Ａ）参照）。そして、プルダ
ウンメニューのモード(下位のモード)をクリックすると、そのモードが設定されて撮影に
反映される（図１３（Ｂ）参照）。
【００９０】
　たとえば、図１３（Ａ）では、ストロボのアイコンがメニューバーからクリックで選択
されてストロボモードのプルダウンメニューが出現、表示され、プルダウンメニューから
発光禁止のアイコンがクリックされて発光禁止のモードが設定され、発光禁止の設定モー
ドを反映して撮影される。つまり、自然光の露光が不足していてもストロボを発光させる
ことなく撮影される。
【００９１】
　このように、ファインダ２４を覗いたままのクリックによるブラインドタッチでもモー
ド切換えが行える。なお、クリックも広義のタッチであるから、クリックといわずタッチ
といってもよい。
【００９２】
　図１４は実施例２における撮影制御のフローチャートを示す。このフローチャートは実
施例２の撮影制御の一例であって撮影制御はこれに限定されない。
　Ｓ２０１でタッチパネルのホームポジション１７ａにタッチしたかが判断され、ホーム
ポジションに触れるまで判断が繰り返される。ホームポジションにタッチされると、Ｓ２
０２でタッチパネルの通常の機能が無効になってタッチパネルの右領域（ブラインドタッ
チゾーン）１７Ｒのみが有効となるとともに、Ｆディスプレイ２４ａにメニューバー２６
ｇが表示され、Ｓ２０３でモード（項目）の選択が有効になる。
【００９３】
　ブラインドタッチゾーン１７Ｒで指が上下にスライドされたかがＳ２０４で判断され、
上下にスライドされると、指の高さ位置に対応するモード（項目）がメニューバー２６ｇ
から選択され、モードを選択するとＳ２０４に戻る。モードが選択されると、選択したモ
ードのプルダウンメニュー２６ｇ’がメニューバーと並列にＦディスプレイ２４ａに表示
される。
【００９４】
　モードが選択されてＳ２０４での上下のスライド（縦スライド）の必要がなくなると、
Ｓ２１１に進んでタッチパネルの右領域１７Ｒでの端から中央方向への横スライド（左ス
ライド）が判断される。左スライドがなければＳ２３１に進んでブラインドタッチゾーン
１７Ｒから指が離れたかが判断される。ブラインドタッチゾーン１７Ｒから指が離れてい
れば、Ｓ２３２で選択済のモードをキャンセルしてリセットされ、指が離れていなければ
Ｓ２０４に戻る。
【００９５】
　Ｓ２１１で左スライド（中央方向の横スライド）があれば、選択されたモードのプルダ
ウンメニューがＳ２１２で表示されてアイコンが出現し、Ｓ２１３で上下のスライド（縦
スライド）が判断される。縦スライドがなければＳ２２１に進んでブラインドタッチゾー
ン１７Ｒから指が離れたかが判断され、指が離れていれば、Ｓ２３２で選択済みのモード
をキャンセルしてリセットされる。Ｓ２２１で指が離れていなければ、端方向への横スラ
イド（右スライド）があるか、または、離すことなく一定時間経過したかがＳ２２２で判
断される。
【００９６】
　右スライドがあるか、または、タッチパネルから指を離すことなく一定時間経過すれば
、設定済のモードをキャンセルしてリセットされ、右スライドがないか、または、一定時
間経過前に指を離せば、Ｓ２１３に戻される。
【００９７】
　Ｓ２１３で縦スライドがあれば、プルダウンメニューに表示されていた下位モードが設
定可能となり、Ｓ２１５でタッチパネルから指を離したと判断されると、Ｓ２１７でその
設定が有効となり、設定されたモードを反映して撮影されることとなる。
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【００９８】
　Ｓ２１５でタッチパネルから指を離さないと、縦スライドした指が端方向にスライドさ
れるか（右スライドされるか）、離すことなく一定時間経過したかがＳ２１６で判断され
る。
　右スライドされるか、離すことなく一定時間経過すれば、Ｓ２１６に戻ってメニューバ
ーからのモード選択がやり直され、右スライドがなく、または、一定時間経過前にタッチ
パネルから指を離せば、Ｓ２１３に戻ってプルダウンメニューからのモード設定がやり直
される。
　鼻に沿った縦方向のスライド操作を重視してこの動きで多くの切換えを可能としており
、この操作をファインダで確認しながら行っているのでモード切換えが失敗することなく
円滑に行える。
【００９９】
　上述した実施例は、この発明を説明するためのものであり、この発明を何等限定するも
のでなく、この発明の技術範囲内で変形、改造等の施されたものも全てこの発明に包含さ
れることはいうまでもない。
　たとえば、本発明では、タッチパネルのタッチなどによって、背面ディスプレイ、また
は、Ｆディスプレイに表示されたメニューバー、プルダウンメニューからタッチパネルの
タッチなどによってモードを選択、設定しており、モード切換えが機械的なスイッチのス
イッチ操作なしで可能となっている。しかしながら、十字キー、決定キー（ＯＫキー）、
メニューキー、ズームキーなどの機械的なスイッチをデジタルカメラが備えて、タッチパ
ネルのタッチなどによるモード切換えと、機械的なスイッチによるモード切換えとを選択
する構成としてもよい。
【０１００】
　実施例ではデジタルカメラとして撮像装置を具体化しているが、本発明の対象となる撮
像装置はデジタルカメラに限定されず、たとえば、デジタルビデオカメラはもちろん、デ
ジタルカメラの機能を持つ携帯電話、ノートパソコンなどのデジタルカメラ付モバイルツ
ールなども本発明でいう撮像装置に含まれる。
【０１０１】
　上記のように本発明によれば、タッチパネルのタッチによるモード切換えであるため、
ファインダを覗きながらのブラインドタッチでもモード切換えが行える。また、選択され
たモードの画像が第２の表示手段に表示されるため、ファインダを覗きながら画像を確認
して撮影できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、液晶ディスプレイのような表示手段を持ち、ファインダを覗きながら撮影さ
れる撮像装置に広範囲に応用でき、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラのような撮像
装置に限定されず、デジタルカメラの機能を持つ携帯電話、ノートパソコンなどのデジタ
ルカメラ付モバイルツールなどの撮像装置にも応用できる。
【符号の説明】
【０１０３】
　　１０　　デジタルカメラ（撮像装置）
　　１２　　撮像手段
　　１２ａ　撮影レンズ
　　１２ｂ　撮像素子
　　１４　　中央処理回路（制御手段）
　　１４ａ　表示制御部
　　１４ｂ　撮影制御部
　　１４ｃ　タッチ位置判定部
　　１６　　液晶ディスプレイ（背面ディスプレイ、第１の表示手段）
　　１６Ｌ　左領域
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　　１７　　タッチパネル
　　１７Ｃ　中央領域（不感帯；無効領域）
　　１７Ｒ　右領域（ブラインドタッチゾーン）
　　１８　　メモリ（記録手段）
　　２０　　クロック（計時手段）
　　２４　　ファインダ
　　２４ａ　液晶ディスプレイ（Ｆディスプレイ、第２の表示手段）
　　２４ｂ　接眼レンズ
　　２６　　スイッチ群
　　２６ａ　レリーズスイッチ

【図１】 【図２】
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